
山梨県危険物安全協会運営費補助金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条 知事は、消防法に基づき危険物に起因する災害の防止を図るため、危険

物の安全管理体制の確立と、危険物取扱者の資質の向上を促進し、もって危険

物施設並びに県民生活の安全の確保に寄与することを目的としている一般社団

法人山梨県危険物安全協会（以下「県危険物安全協会」という。）の運営に要

する経費に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては山梨県補助

金等交付規則（昭和３８年６月２０日山梨県規則第２５号。以下「規則」とい

う。）に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。  

 

（補助対象経費）  

第２条 知事は、県危険物安全協会の運営に要する経費のうち、補助金の対象と

して、別表に掲げる経費について、県危険物安全協会に対し、予算の範囲内で

補助金を交付する。  

 

（補助金の額）  

第３条 補助金の額については、予算の範囲内において別に定める。  

 

（補助金の交付申請）  

第４条 県危険物安全協会は、知事が別に定める期日までに補助金交付申請書（第

１号様式）に、次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならな

い。  

（１）事業計画書  

（２）収支予算書  

（３）その他知事が必要と認める書類  

 

（補助金交付の決定）  

第５条 知事は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、内

容を審査し、補助目的に適合すると認める場合には、補助金の交付を決定し、

補助金交付決定通知書（第２号様式）により、県危険物安全協会に通知するも

のとする。  

 

（補助金交付の条件）  

第６条 規則第６条による補助金交付の条件は、次の各号によるものとする。  

  （１）事業の内容又は経費の配分を変更をしようとするときは、変更承認申請

  書（第３号様式）を知事に提出してその承認を受けるものとする。ただし、

  軽微な変更についてはこの限りではない。  



（２）事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、知事の承認を受けるもの  

とする。  

（３）事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合、又はこの事業の遂行  

が困難になった場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けるものとす

る。  

 ２ 前項第１号に規定する軽微な変更とは、次の各号によるものとする。  

  （１）補助金の交付の目的の達成に支障をきたさない事業計画の細部の変更で

   あって、補助金の額の増額を伴わない変更。  

 （２）別表の事業区分の各事業間における、いずれか低い額の２０％以内の経

   費配分の変更。  

 

（補助金交付の方法）  

第７条 補助金交付の方法は、精算払いとする。ただし、知事が必要と認めた場

合は、概算払いにより交付することができる。  

 ２ 県危険物安全協会は、前項の規定により概算払いを受けようとするときは  

  概算払い請求書（様式第４号）を知事に提出しなければならない。  

 

（実績報告）  

第８条 県危険物安全協会は、補助事業が完了した日若しくは廃止の承認を受け

た日から起算して１ヶ月を経過した日又は補助金の交付決定のあった翌年度の

４月１０日までのいずれか早い期日までに実績報告書（第５号様式）を知事に

提出するものとする。  

 

（補助金の額の確定）  

第９条 知事は、前条の規定により提出された実績報告の内容を審査し、補助対

象事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金

の額を確定し、補助金の額の確定通知書（第６号様式）により県危険物安全協

会に通知するものとする。  

 

（補助金の交付決定の取消し及び返還）  

第１０条 知事は、補助金の交付を受けた県危険物安全協会が、次に掲げる事項の

一つに該当すると認めるときは、補助金の交付決定及び額の確定の一部若しく

は全部を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命じ

るものとする。  

（１）補助金交付申請書等に虚偽の記載をしたとき。  

（２）その他、この要綱に違反したと認められるとき。  

 

 



（関係書類の整備及び保管）  

第１１条 対象経費に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び

   支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後

   ５年間保管しておくこと。   

（検査）  

第１２条  知事は必要がある場合、補助事業について検査することができる。  

 

 附 則  

 この要綱は、平成１８年５月１日をもって施行し、平成１８年４月１日から適

用する。 

 

 附 則  

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  

 

 附 則  

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 別表  
 

 ○ 補助対象（第２条関係）  

 

 （給与）  

    （１） 給料  

    （２） 通勤手当  

    （３） 期末手当  

    （４） 勤勉手当  

    （５） 超過勤務手当（時間外手当）  

 

 

 （事業主負担経費）  

     次の法令等に基づき事業主として負担すべき経費  

  （１） 健康保険法（大正１１年法律第７０号）  

    （２） 労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）  

    （３） 児童手当法（昭和４６年法律第７３号）  

    （４） 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）  

    （５） 県及び協会が協議して必要と認めた経費  

 

 

 

 



（第１号様式）  

                                      第       号 

                                                       年  月  日  

 

 山梨県知事        殿  

 

 

                                       （一社）山梨県危険物安全協会  

                     会 長             印  

 

 

    年度（一社）山梨県危険物安全協会運営費補助金交付申請書  

 

     年度（一社）山梨県危険物安全協会運営費について、山梨県危険物安

全協会運営費補助金交付要綱第４条の規定により、関係書類を添え次のとおり申

請します。  

 

 

１ 補助金交付申請額  

金          円  

 

２ 補助事業の目的  

      消防法に基づく危険物に起因する災害の防止を図るため、危険物の安全  

    管理体制の確立と、危険物取扱者の資質向上を促進し、県民生活の安全を  

  確保する。  

 

３ 補助事業完了予定年月日  

  年  月  日  

 

４ 添付書類  

（１）事業計画書  

（２）収支予算書  

（３）その他知事が必要と認める書類  

 

 

 



（第２号様式）  

                                     第         号 

                                                       年  月  日  

 

 

  （一社）山梨県危険物安全協会  

   会 長        殿  

 

 

                                        山梨県知事             印  

 

 

    年度（一社）山梨県危険物安全協会運営費補助金の  

          交付決定について（通知）  

 

     年  月  日付け   第   号で申請のあったこのことについ

ては、山梨県補助金等交付規則第５条及び山梨県危険物安全協会運営費補助金交

付要綱第５条の規定により、次のとおり交付決定します。  

 

 

 １ 補助金交付決定額   金      円  

 ２ 補 助 対 象 経 費   補助金交付申請書のとおり  

  ３ 補助金交付の条件  

    (1) この補助金は、補助事業の目的以外に使用してはならない。  

(2)  補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収  

入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事

業完了後５年間保管しておくこと。  

(3) 補助事業が完了したときは、次の書類の提出により補助事業の実績を  

報告しなければならない。  

       ① 事業実績報告書  

       ②  収支決算報告書  

(4) (3)の報告は、補助事業等の完了した日から起算して１ヶ月を経過した  

日又は補助金の交付決定のあった翌年度の４月１０日までのいずれか早

い日までに行うものとする。  

 ４ 支払方法  精算払い（ただし、知事が必要と認めた場合は、概算払い）  



（第３号様式）  

                                      第          号 

                                                       年  月  日  

 

 山梨県知事      殿  

 

 

                                       （一社）山梨県危険物安全協会  

                     会 長             印  

 

 

（一社）山梨県危険物安全協会運営費補助金に係る補助事業  

        変更（中止・廃止）承認申請書  

 

     年  月  日付け  第   号で補助金の交付決定通知のあった

  年度（一社）山梨県危険物安全協会運営費補助金については、次の理由

により内容を変更（中止・廃止）したいので、承認されるよう申請します。  

 

 

 

 

１ 変更（中止・廃止）する理由  

 

 

２ 変更事項及び内容  

 

 

３ その他必要な事項  

 

 

 



（第４号様式）  

                                  第      号 

                                                       年  月  日  

 

 山梨県知事      殿  

 

 

                                       （一社）山梨県危険物安全協会  

                     会 長              印 

 

 

概  算  払  請  求  書  

 

     年  月  日付け  第   号で交付決定のあった山梨県危険物

安全協会運営費補助金について、次のとおり概算払いの請求をいたします。  

 

 

 

 

 

１ 概算払請求額               金        円  

 

２ 内    訳  

 

  補助金交付  

 決定額  ①  

 既概算交付  

 額      ②  

 差 引 額  

 ①－②＝③  

 今回概算請  

 求額     ④  

  備   考   

     

 

３ 概算払い請求の理由  

 

 

４ 支払いの方法  

    口座振替   振替先銀行名              預金種別（当座・普通）  

                     口座名        ＮＯ  

 

 

 



（第５号様式）  

                                 第     号 

                                                      年  月  日  

 

 山梨県知事      殿  

 

 

                                       （一社）山梨県危険物安全協会  

                     会 長             印  

 

 

   年度（一社）山梨県危険物安全協会運営費補助金実績報告書  

 

     年  月  日付け  第   号で補助金の交付決定通知のあった

  年度（一社）山梨県危険物安全協会運営費補助金については、事業が完

了しましたので、山梨県危険物安全協会運営費補助金交付要綱第８条の規定

により、関係書類を添え次のとおり報告します。  

 

 

１ 補助金交付決定額  

金        円  

 

２ 補助事業完了年月日  

  年  月  日  

 

３ 添付書類  

（１）事業実績書  

（２）収支決算書  

（３）その他参考資料  

 

４ 振込み先  

   銀行・支店名  

   預 金 種 別 

   口 座 番 号 

口 座 名 義 人 

 

 



（第６号様式）  

                                                       第     号 

                                                       年  月  日 

 

 

（一社）山梨県危険物安全協会  

   会 長       殿  

 

 

                               山梨県知事           印  

 

 

県補助金の額の確定について  

 

     年 月  日付け  第   号で交付決定した   年度（一社）

山梨県危険物安全協会運営費補助金について、山梨県補助金等交付規則第１３条

及び山梨県危険物安全協会運営費補助金交付要綱第９条の規定により、次のとお

り額を確定します。  

 

         確 定 額  金        円  

 

         交付決定額  金        円  

 

 


